
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三





改

正

後

改

正

前

（
生
活
指
導
等
）

（
生
活
指
導
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６�

救
護
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
支
援
を
行
う
た
め
、
入
所
者
の
意
向
を
踏
ま
え
、
各
入
所
者
ご
と
に
個
別
支

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

援
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
新
設
）

（
生
活
指
導
等
）

（
生
活
指
導
等
）

第
二
十
条

更
生
施
設
は
、
入
所
者
の
勤
労
意
欲
を
助
長
す
る
と
と
も
に
、
入
所
者
が
退
所
後
健
全
な
社
会
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
入
所
者
各
人
の
精
神
及
び
身
体
の
条
件
に
適
合
す
る
個
別
支
援
計
画

�
�
�
�
�
�
��
を
作
成
し
、

こ
れ
に
基
づ
く
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

更
生
施
設
は
、
入
所
者
の
勤
労
意
欲
を
助
長
す
る
と
と
も
に
、
入
所
者
が
退
所
後
健
全
な
社
会
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
入
所
者
各
人
の
精
神
及
び
身
体
の
条
件
に
適
合
す
る
更
生
計
画

�
�
�
�
�
を
作
成
し
、
こ
れ

に
基
づ
く
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
指
導
等
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
（
第
二
項
及
び
第
六
項

�
�
�
�
�
��
を
除
く
。
）
の

規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
指
導
等
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用

す
る
。

（
作
業
指
導
）

（
作
業
指
導
）

第
二
十
一
条

更
生
施
設
は
、
入
所
者
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
個
別
支
援
計
画

�
�
�
�
�
�
��
に
従
つ
て
、
入
所
者
が
退
所
後

自
立
す
る
の
に
必
要
な
程
度
の
技
能
を
修
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条

更
生
施
設
は
、
入
所
者
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
更
生
計
画

�
�
�
�
�
に
従
つ
て
、
入
所
者
が
退
所
後
自
立

す
る
の
に
必
要
な
程
度
の
技
能
を
修
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提

供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
個
別
支
援
計
画
の

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

作
成
���

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提

供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
新
設
）

第
二
十
条
第
一
項

�
�
�
�
�
�
�
�
の
規
定
に
よ
る
個
別
支
援
計
画

�
�
�
�
�
�
��
の

作
成

第
二
十
条

�
�
�
�
�
の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画

�
�
�
�
�
の
作
成

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
に
関
す
る
厚
生
労
働
省

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

令
で
定
め
る
要
件
等
を
定
め
る
省
令
（
令
和
二
年

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
別
支
援
計
画
の

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

作
成
���

（
新
設
）

（
新
設
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
に
関
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
要
件
等
を
定
め
る
省
令

第
十
五
条
第
八
項
（
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
個
別
支
援
計
画

の
交
付

日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
に
関
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
要
件
等
を
定
め
る
省
令
（
令
和
二
年

�
�
�
�
�
��

厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

第
十
五
条
第
八
項
（
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
個
別
支
援
計
画

の
交
付

表
二

（
略
）

表
二

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報


